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1．はじめに

「文化芸術推進基本計画（第２期）」（令和５年３月２４日閣議決定）では、文化芸術団体
等の自律的・持続的な発展に資する支援について、「文化芸術団体等が抱える運営上の課題に
対処し充実した活動を推進できるよう、国のアーツカウンシル機能の強化による伴走型支援の
実施など文化芸術団体等の自律的・持続的な発展に資する取組を推進する」との記載がなされ
ている。
また、文化庁において令和４年度から「文化芸術カウンシル機能検討ワーキンググループ」

が開催され、その支援の在り方、進め方について議論が行われた。
本事業は、文化芸術団体等が自律的に課題を解決し、持続的に発展していくことを目指し、

専門家等による伴走型支援（専門家等が文化芸術団体等との対話を通して、課題抽出や団体等
の価値の明確化を行い、協働して課題の解決と価値の最大化に向けて取り組んでいく支援）を
通じて、効果的な運営支援機能の在り方を実証的に明らかにし、その基本となる手法と体制を
設計・確立することを目的とする。

本業務は、伝統的建造物群保存地区・史跡の分野において、保存活用に取り組む文化芸術団
体及びその関係者（または、これから取り組もうとしている団体）が、自律的に課題を解決し、
持続的に発展していくことを目指し、伴走型支援の実証を行うものである。

背景と目的

業務方針
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2．伝建地区・史跡に係る課題の構造化
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2．伝建地区・史跡に係る課題の構造化

内容項目No.

事業体制の不足
マネジメントの課題2.1

地方自治体の課題

地域人材の不足オペレーションの課題2.2

制度上の課題法・制度・ガバナンスの課題2.3

伝建地区・史跡の分野における保存活用に取り組む文化芸術団体に係る課題を「マネジメ
ントの課題」「オペレーションの課題」「法・制度・ガバナンスの課題」の３つの視点から
構造化を行った。

・マネジメントの課題 ➢ 文化芸術団体の経営に係る課題

・オペレーションの課題 ➢ 文化芸術団体の事業運営上の課題

・法・制度・ガバナンスの課題 ➢ 文化芸術団体単独では解決できない課題

構造化した課題の一覧
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2.1 マネジメントの課題

• 限界集落・過疎化が進む地域においては、地域をマネジメントし、面的に文化財を活用する
事業体が存在しない。

• 住民や専門家等の会員によって構成される文化財保存団体は存在するが、その運営は自治体
からの運営補助や、会員のボランタリーな活動によって支えられており、その会員も高齢化
により「自律的・持続的な活動の維持」が困難になっている地域が多い。

• 文化財保存団体の中には、公の施設の指定管理業務を受託している場合があり、指定管理費
に依存して運営している団体も存在する。

• 地域住民と地域の将来ビジョンを描きながら、
地域をマネジメントし、面的に文化財を活用す
る地域に根差した事業体（まちづくりビーク
ル）が必要である。

• 地域に事業体が存在しない場合は、事業体の
組成から伴走型支援を行う。

事業体制の不足

課題解決の方向性
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2.1 マネジメントの課題

• 地方自治体においては、文化財の専門知識は持ち合わせているが、文化財活用に係るノウハ
ウはない。

• 文化財保護法の改正により、文化財は「保存重視」から「保存と活用」へと制度が変わって
いるものの、従来の「保存重視」の考え方が根付いている。地域住民においても同様である。

• 文化財活用を推進しつつも、一般的には「公開活用」を指している。そこには事業採算性と
いった経営の概念はない。

• 自治体所有の文化財の多くは入館料収入のみで、維持管理経費も賄うことはできていない。

• 事業体と行政の役割分担を明確化し、官民連携で文化財活用（活用して保存をする）を進め
ることが必要である。

• 自治体においては、全体戦略（文化財保存活用地域計画、上位計画など）に位置付け、⾧期
的な目標や方向性を明確に示し、永続的な活動を推進することが必要である。

地方自治体の課題

課題解決の方向性
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【専門人材】
• 地域において、文化財を適切に保存活用する建築士、大工・職人等の専門人材と、その専門
人材を束ねるマネジメント人材が不足している。

• 古民家等の歴史的建築物（文化財）は一般的に再生が困難と見なされ、建築士、大工や職人
等の仕事の機会も減り、地域において伝統技術の継承が途絶え、結果として取り壊されると
いった悪循環が生まれている。

• 地域、行政、金融機関等との調整・協議に⾧けた人材がいない。

【まちづくり人材】
• まちづくりを担う地域人材・事業者が十分に活躍できる環境が整っていない。
• まちづくりへ強い志を持つ人材・事業者は存在するものの、地域内での立場や役割を考慮し、
積極的な活動を躊躇していることがある。

• 文化財を積極的に保存活用することで、マネジメント人材と専門人材の活動（現場）を作り、
技術継承の場を増やすことが必要である。

• まちづくりへの志を持つ地域人材・事業者を中心に事業体（まちづくりビークル）を構成し、
地域住民の協力のもと、事業を推進する体制が必要である。

• 優秀な人材がマルチに働ける社会環境の整備が必要である。特に、公務員がマルチワーク
できる環境を整えるべきである。

地域人材の不足

課題解決の方向性

2.2 オペレーションの課題
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2.3 法・制度・ガバナンスの課題

【文化財建造物活用、史跡活用の法的位置付けが不明確】
• 文化財保護法は、文化財の「保存」と「活用」を謳っているが、活用については「公開」活
用しか位置付けておらず、その内容も絵画、工芸品等を対象とした規定になっている。まし
てや商業・産業活用は想定されていない。

• 上位法である文化芸術基本法の第２条（基本理念）１０項は、文化芸術と「観光，まちづく
り，国際交流，福祉，教育，産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携」を
謳っているが、文化財については、第１３条で「修復，防災対策，公開等への支援その他の
必要な施策を講ずる」としており、文化財の商業・産業活用は明文化されていない。

• 総じて、文化財建造物や史跡の商業・産業活用は文化庁により強く制限されており、自治体
職員や所有者、広く国民も同じ概念を待ち合わせるに至っている。このなかで、伝建地区の
特定物件だけが例外的に各地で商業・産業活用の実績が増えている。

• 一方で、近年、文化庁は新たな補助制度を設けて、文化財の商業・産業活用を推進しようと
している。いったいどの法令に基づいて施策を実施しているのか不明である。

• 文化庁において、文化財活用の「自律的・持続的運営」の定義と、文化財の商業・産業活用
に係る理念および目指すべき姿を明確に示すことが必要である。

• これらに基づいて、文化財保護法と文化芸術基本法について必要な改正が求められる。
• 文化財建造物について、その保護（保存修理等）から商業・産業活用までを一元的に取り扱
えるよう、今後制定される建築文化振興法（仮称）のなかで措置することが求められる。

制度等の課題

課題解決の方向性
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2.3 法・制度・ガバナンスの課題

【補助金制度】
• 国際観光旅客税財源の「高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業」について、営
利かつインバウンド誘客が目的とされており、文化庁において文化財の商業・産業活用を推
進している。

• 当事業を民間事業者が利用する場合は、伝建地区は自治体の間接補助であることから、自治
体による新たな規定の定めが必要であること、自治体単独の財源負担が必要になることが要
因で制度の確立が十分に進んでいない。

• さらに、史跡については指定された管理団体のみが対象となり、商業・産業活用を推進しつ
つも民間事業者での利用が非常に困難である。

• 文化財建造物（国重文、国登録）も同様にハードルが高い。
• 当事業の補助金を利用しない場合において、民間事業者が文化財を商業・産業活用する際は、
伝建地区や国登録有形文化財には内部の規制は設けられていないことから、文化財的価値を
損ねる改修が行われる可能性がある。

• 補助金の対象者や要件を緩和し、補助金利用を促進することが必要である。
• 文化庁において、文化財の商業・産業活用のモデル事例を自ら示すことが必要である。
• 加えて、民間事業者による文化財の商業・産業活用の好事例を積み重ね、文化財の商業・
産業活用の技術・ノウハウを定着させる必要がある。

制度等の課題

課題解決の方向性
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（参考）高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業

• 令和元年度より国際観光旅客税財源の「文化資源活用事業費補助金」が創設され、「文化観
光充実のため国指定等文化財磨き上げ事業」が開始。

• 令和５年度から「文化観光充実のため国指定等文化財磨き上げ事業」から「高付加価値化さ
れた文化財への改修・整備促進事業」へと名称が変わり、補助対象事業に「高付加価値化改
修事業」が追加され、「建造物を営利目的かつインバウンド誘客目的で活用するために必要
な工事」が対象とされ、文化庁において文化財の商業活用が推進されている。

• 文化財建造物（重要文化財建造物、登録有形文化財建造物）、美術工芸品、記念物（史跡名
勝天然記念物、登録記念物）、重要伝統的建造物群保存地区が対象である。

事業概要

京都文化庁による文化観光の推進（文化資源活用課）

11



Ⓒ

（参考）高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業

限定的な補助事業者

（省略）

〇文化財建造物
• 地方公共団体
• 指定された管理団体
• 文化庁⾧官が適当と認める団体
（営利法人を除く）

〇史跡
• 地方公共団体
• 指定された管理団体

〇伝建地区
• 市区町村
• 間接補助

複雑かつ限定的な事業スキーム

国庫補助要項

✕ 建造物を営利目的かつインバウンド誘客目的
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（参考）高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業

伝建地区等の自律的・持続的運営に向けた補助金制度見直しに係る提言を実施した。
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（参考）高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業

伝建地区等の自律的・持続的運営に向けた補助金制度見直しに係る提言を実施した。
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3．伴走型支援の在り方の検討
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3．伴走型支援の在り方の検討

具体的な伴走型支援の対象は下表のとおりである。令和５年度の実証案件であった３地域を継
続して選定し、それぞれの地域において、文化芸術団体及びその関係者が自律的に課題を解決し、
持続的に発展していくことを目指し、伴走型支援の実証を行った。

備考種別名称等地域区分

－港町浜崎地区山口県萩市
伝建地区 能登半島地震の影響により、関係者

協議を重ね、伴走型支援を中止船主集落黒島地区石川県輪島市

－－斎宮三重県明和町史跡

伴走型支援の対象地域

浜崎地区

萩市浜崎は、城下町の形成にともなって開かれた港町
で、近世は北前船の寄港地として廻船業と水産業で栄え、
大正から昭和初期にはイリコなどの水産加工業や夏蜜柑
等の積み出し港として栄えた。江戸時代以来の街路、敷
地割がよく残り、南北を走る本町筋を中心に江戸時代か
ら昭和初期に建てられた町家が数多く残っている。

輪島市黒島地区は能登半島・輪島市の西南に位置
し、北前船の船主や船員の居住地として発展した能
登天領の集落であり、最も栄えた明治初期の地割を
良好に残している。伝統的な主屋が敷地内の庭園や
土蔵、社寺建築、石造物、樹木と共に歴史的風致を
良く伝えている。

明和町は、古代に伊勢神宮に仕えた皇族女性、
斎王のみやこである斎宮が置かれた場所であるこ
とから、王朝文化や伊勢神宮と密接な関係を持っ
ている。1970年の団地開発に伴う事前発掘調査を
発端として、三重県による範囲確認調査が実施さ
れ、1979年には国の史跡指定を受けた。

黒島地区 斎宮

出典：斎宮歴史博物館HP
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3.１ 伴走型支援の実証 ①浜崎地区

支援対象団体

一般社団法人ハギノイエ、萩市、山口大学

文化芸術活動の現状
• これまで住民を中心に約50棟の伝統的建造物の保存修理が行われきたが、建物所有者の転
居や住民の高齢化が進み、今後も空き家の増加が見込まれている。

• 一方で、近年では、新たに移住者や事業者が入り、地域住民との交流を深めながら浜崎独
自のまちづくりが展開されつつある。

• 地区住民、地域団体、民間事業者、大学、市役所等のステークホルダーが参画した勉強会
が設けられていて、地区の空き家を次世代に受け渡す仕組みづくりについて検討が進めら
れてきた。

これまでの伴走型支援内容
• 分散型開発を行う事業体である「まちづくりビークル」組成に向け、弊社による伴走型支
援のもと、地区のステークホルダーを集め議論を重ねた。

• 空き家の具体的な検討（建物調査、活用用途検討、計画図作成、事業費算定、資金調達
等）を進めながら、将来ビジョン・事業スキームの検討、関係者の合意形成等について伴
走型支援を行った。

自律的・持続的運営に向けた課題

• ステークホルダーによるまちづくりビークル設立の意向はあるが、設立または運営手法に
ついてのノウハウがない。

• 39戸が空き家（令和3年3月：萩市まちづくり検討・空き家活用調査設計業務委託報告書か
ら時点更新）で、活用が考えられる物件はそのうち10戸。
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3.１ 伴走型支援の実証 ①浜崎地区

目指すべき姿
• ビークル、山口大学、萩市、その他（地区住民、地域団体、民間事業者等）の役割がそれ
ぞれ確立され、地域一体となった運営・協力体制が構築されている。

• ビークルによる分散型開発が進み、全ての空き家が住宅または滞在施設（飲食店等を含
む）として活用されている。

• 分散型開発による文化と経済の好循環が構築されている。

今年度の伴走型支援の内容
• ビークル組成を行う。
• 第１期事業遂行に向けて、物件交渉、資金調達、物件取得、事業者マッチングについて、
伴走型支援を行う。

• 萩市との官民連携及び山口大学との大学連携に向けた伴走型支援を行う。

今年度の成果
①ビークルの設立
• 非営利型一般社団法人ハギノイエを設立した（令和6年6月11日）。
②事業計画の作成
• ハギノイエプロジェクトの概要と第１期の事業計画をまとめた。
③第１期事業の遂行
• 第１期事業対象の３物件のうち２物件について、令和７年度着工に向けた準備（物件取
得・調査・設計・事業者マッチング等）を行った。うち１物件は着工した。

• 資金調達は補助金およびまちづくりファンドからの調達を検討し、準備を行った。
• まちづくりファンドは金融機関と協議のうえ、既存ファンドからのエリア追加となった。
• 着工済みの１件については調達済みである。
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3.１ 伴走型支援の実証 ①浜崎地区

今後の課題
①官民連携の確立
• 物件ストックに係るまちづくり基金の造成について継続協議中である。
• 伝建地区等における資金調達手法事例とし、他の伝建地区への横展開を図る。
②大学連携の確立
• 将来的には山口大学が空き家活用事業（物件調査、活用用途検討、計画図作成、事業費算
定等）を担う意思を有していることから、これを実現し、大学連携の先進事例とする。

来年度以降の進め方
• 第１期事業の残りの２物件について、資金調達のうえ、着工を行う。
• 今後展開する事業構想の検討（空き家調査、今後の事業構想、第２期事業計画の策定等）
について伴走型支援を行う。

• 官民連携・大学連携の確立に向けて伴走型支援を行う。

伴走型支援の設計に係る示唆
• すでに地区の分散型開発を進めており、まちづくりへの志を持った民間事業者が存在して
いたこと。また、地域の内情を熟知し、地域住民との調整役を担っている地域団体の事務
局⾧が危機感を持ち、主体的に活動を行っていたことの意義は大きい。さらに、行政が初
期段階から関与・協力することは取組を加速させるうえで、重要な要素である。

• 関係者間ではビークル設立の意向はあったが、設立または運営手法についてのノウハウが
なかったことから取組が発展していなかった。案件組成にあたっては、ビークル組成の段
階から伴走型支援を実施する必要がある。

• ビークル組成後の自律的・持続的運営のためには、助言に留まらず、不足している技術・
ノウハウを補い、事業体が必要なスキルや人材を内部化し、事業体が自走するまで一貫し
た伴走をすることが求められる。
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Ⓒ

3.１ 伴走型支援の実証 ①浜崎地区

地区のステークホルダーの有志からまちづくりビークルを設立した。地域住民であり伝建地区
保存団体の事務局⾧と、すでに地区で分散型開発を展開している民間事業者を中心に構成される。

※実効性のある伴走型支援を行う目的で、無報酬のもと弊社理事金野が役員にて参画

ビークル設立
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3.１ 伴走型支援の実証 ①浜崎地区

スキーム図
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3.１ 伴走型支援の実証 ①浜崎地区

• 地区内の空き家を活用した分散型開発によるまちづくりを進める産学官民連携プロジェクト。
• 自律的・持続的運営に向け、事業採算性を考慮した分散型開発の計画を作成した。

事業計画の策定
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3.１ 伴走型支援の実証 ①浜崎地区

• 令和７年度着工に向けた準備（物件取得・調査・設計・事業者マッチング等）を行った。
• 令和７年度に総務省「ローカル10000プロジェクト」の活用を予定している。

第１期事業の遂行

橋本家計画図
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3.１ 伴走型支援の実証 ①浜崎地区

まちづくり基金の検討

空き家
所有者

行政

取得

空き家等
活用基金

売却
賃貸

融資

事業者
移住者

改修分散型開発事業者

まちづくりビークル

返済

買取
賃貸

事業者等に売却 → 基金一括返済

事業者等に賃貸 → 基金分割返済

売買
賃貸

• 空き家は常に取り壊し、または転売、地域に調和しない活用等が行われる可能性を有している。また、唐突に空き家
となる事態も多い。そのため、町並みの保存・継承にあたってはエリアマネジメントとして地域の状況を常に把握し、
空き家が出ると即時に対応する必要がある。

• しかしながら、一般的に銀行融資は手続きに一定の時間がかかること、またはその時点で活用が見通せていない場合
には融資対象にならないことから、物件ストックに即時対応できる資金調達手法が必要となっている。

• 萩市は物件ストックに対応するまちづくり基金の造成について検討を進めている。

※融資後の返済については、売却であれば
一括返済、賃貸であれば分割返済で、実質的
に基金は減らない仕組み
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3.１ 伴走型支援の実証 ②黒島地区

支援対象団体

黒島地区 民間事業者、住民

文化芸術活動の現状
• 平成19年3月に発生した能登半島地震により大きな被害を受けたものの、地元有志による
町並み保存の動きが起こり、伝統的意匠を踏まえた修復や、町並みに配慮した新築がなさ
れ、黒島地区の歴史的風致に配慮した復興が進められてきた。

• 近年は、物件所有者が転居し、また、その相続世代に伝建地区の文化財・景観保全の意識
が共有されておらず、町並み景観の維持が困難になってきている。

• 一方で、移住者によって空き家の歴史的建築物を活用した一棟貸しホテルの開業するなど、
新しいまちづくりの動きが出てきている。

これまでの伴走型支援内容
• 黒島伝建地区の保存・活用のため、すでに面的開発を進める移住者を中心とした分散型開
発を行うまちづくりビークルの組成を想定し、意見交換を重ねた。

• 地区の空き家調査を実施し、把握されたそのうちの２物件を活用候補物件とし、意見交換
会及び物件活用ワークショップを実施した。

• しかしながら、令和6年1月1日に起きた能登半島地震により、伴走型支援の内容を大幅に
変更し、建物被害調査、住民の情報共有・意見交換、情報整理等、復旧及び創造的復興に
向けた伴走型支援を実施した。

今年度の伴走型支援について

• 能登半島地震以降、継続的に関係者と協議を重ねた。
• 文化庁、石川県および黒島地区関係者の合意のもと、伴走型支援を中止することとした。
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3.１ 伴走型支援の実証 ③斎宮

支援対象団体

明和町斎宮跡・文化振興課、一般社団法人明和観光商社

文化芸術活動の現状
• 明和町は、古代に伊勢神宮に仕えた皇族女性、斎王のみやこである斎宮が置かれた場所で
あることから1979年（昭和54年）に国の史跡指定を受け、発掘調査や土地の公有化、史
跡整備が進められている。史跡範囲の137.1haのうち44.9haが公有地となり、そのうち
23.3haが公園として整備されている。広大な史跡内には2000人の住民が生活している。

• 史跡内には、斎宮歴史博物館をはじめとする史跡を活用する施設が15箇所、公園が21箇所
あり、県や町からの指定管理又は業務委託によって管理が行われている。

• 史跡の公有化が進むことで、公有地・公園等の管理面積は年々増加しており、維持管理経
費の増加、施設の老朽化に伴う再整備等による費用が町の大きな負担となっている。

• 同時に未整備の公有地も増加しており、耕作等の活用手段がないことから雑草が繁殖し、
除草作業に多額の費用が必要となっている。また、復元建物の利活用や多目的広場内の駐
車スペース等も利用が制限されており、利活用が難しい状況となっている。

これまでの伴走型支援内容
• 令和5年度には、史跡エリアをミヤコ区域、農園区域、伊勢街道区域、新町場区域等に
ゾーニングし、エリア毎の開発コンセプトの設定及び整備方針案について取りまとめた。

• 伊勢街道エリアについては、古民家空き家を活用した分散型開発の計画づくりを支援。

自律的・持続的運営に向けた課題

• 史跡活用にあたっては、様々な制限があり、上のエリア整備方針案について文化庁及び三
重県との合意を形成することはできていない。
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3.１ 伴走型支援の実証 ③斎宮

目指すべき姿
① 史跡斎宮跡をマネジメントするまちづくりビークルが組成され、史跡が適切に管理運営
され、創造的に活用されている。

② 史跡活用による収益を史跡の保存活用に再投資する好循環が実現している。

今年度の伴走型支援の内容
• 町では現状を打破するため、多目的広場の駐車場利用による有料化や、未整備地の農園等
への活用、町管理施設へのPFI導入など、史跡の新たな活用方法を検討し、その内容を盛
り込んだ保存活用計画の策定を目指している。

• 保存活用計画の骨子が概ね固まっていることから、「目指すべき姿」が実現できるような
保存活用計画の書きぶりについて町を支援する。

• 町が実施を計画しているトライアルサウンディングや既存施設の物販、飲食、宿泊体験等
の文化観光活用を見据えた検討について支援する。

• （一社）明和観光商社が伊勢街道エリアの分散型開発を検討しているため、その計画策定
やビークル組成を支援する。

今年度の成果
① 町が９月に、いつきのみや歴史体験館・いつき茶屋の指定管理者（令和７～９年度）を
公募し、明和観光商社が指定管理者に選定された。

② 町が２月に、トライアルサウンディングの募集を行い、７社から応募があった（歴史体
験館でのブライダルや麻体験講座、いつき茶屋でのビアホールなど）。明和観光商社は
歴史体験館での平安体験（衣装、食、宿泊体験）などを検討している。

③ 伊勢街道エリアの分散型開発として、第１期事業３物件の改修計画がまとまった。ビー
クル組成も予定されており、７年度に事業着手の見込みとなった。
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3.１ 伴走型支援の実証 ③斎宮

今後の課題
• 文化庁、三重県の史跡活用の基本理念は旧態依然としたままであり、一過性のイベントは
実施できるが、日常的な商業利用や観光事業となると制限がかかる。文化観光としての取
り組みであれば容認する方向への基本理念の転換が求められる。

• トライアルサウンディングに基づく事業実施や伊勢街道エリアの空き家活用事業等を進め
ながら、理念転換を図っていく必要がある。

来年度以降の進め方
① トライアルサウンディングを実施する事業者（明和観光商社を含む）と連携しながら、
文化と経済の好循環を目指した事業構築について伴走支援を行う。

② 伊勢街道エリアの分散型開発の事業化（ビークル組成、事業計画の精査、資金調達、改
修工事の実施、事業者マッチング等）について伴走支援を行う。

伴走型支援の設計に係る示唆
• 現状を打開するためにトライアルサウンディングを実施するなど、町は史跡活用に前向き
に取り組んでいる。基礎自治体のこのような姿勢がなければ伴走型支援も成立しないので
あって、案件組成には自治体トップの意向と担当者の熱意が欠かせない。

• 地域に明和観光商社のような事業体が存在していたことの意義は大きい。案件組成にあ
たっては、こうした事業体の存在の確認が必要である。不在の場合は事業体組成について
も伴走型支援を実施する必要がある。

• 官民連携事業の伴走型支援を行う人材には、官民双方の行動原理や行動様式の理解が求め
られる。このため、官民を往来しながらマルチタスクを熟す人材の育成が重要となる。官
民の人事交流も積極的に実施するべきであると考えられる。
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3.１ 伴走型支援の実証 ③斎宮

■渋谷調査官の講演骨子
• 文化財保護法には、文化財の保存と活用
がセットでうたわれている。

• 大規模開発による破壊へ対抗で保護を進
めたため、文化財は保存するものという
イメージが強いのではないか。

• 文化財保護の課題（維持費の増大、一般
財源の減少）が顕在化する中で、平成31
年度に文化財保護法を改正。

• 町が史跡をどのような場にしたいかを保
存活用計画の策定を通じて整理。

• 地下遺構、景観、バッファゾーンの保護
を大切に考えるべき。

■金野の講演内容
• 丹波篠山の分散型開発の事例
• 重要文化財「林家住宅」の活用事例
• 富岡製糸場の計画検討の事例
• 史跡斎宮の活用の提案
■町⾧を交えての鼎談
（町⾧）地権者への感謝、分散型開発に期待
（渋谷調査官）活用にあたってはコンテクス
トが重要。ケースバイケースで。
（金野）史跡活用の具体的な検討と議論を。

文化財講演会の開催
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3.１ 伴走型支援の実証 ③斎宮

• 町は令和７年３月に保存活用計画を取りまとめた。文化庁の認定は夏頃の見込み。
• 史跡活用のトライアルサウンディングや伊勢街道エリアの開発につながる内容となっている。

保存活用計画の策定

30出典：明和町HP
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3.１ 伴走型支援の実証 ③斎宮

• 右図は保存活用計画から抜粋。従来の
保存型のゾーニングを踏襲している。

• 下図は、史跡の積極的活用を意図して、
HERITAが作成したゾーニング図（ミヤ
コの再建、宅地開発、伊勢街道エリア
の分散型開発など）。

基本理念の違い

HERITA提案のゾーニング

保存活用計画のゾーニング

31

出典：明和町HP



Ⓒ

3.2 伴走型支援の示唆

伴走型支援対象者
• まちづくりビークル（文化的な開発事業者、まちづくり会社）
➢ 地域にまちづくりビークルが存在しない場合、その組成から支援。

伴走型支援関係事業者

文化財・まちづくりの観点から、以下の関係者もあわせて伴走型支援を行う。
• 地方自治体
• その他ステークホルダー（大学など）

伴走型支援内容
• 伴走型支援は、マネジメント支援からオペレーション支援、法・制度への提言、ガバナン
ス構築すべてを網羅する支援と位置付ける。

• 助言に留まらず、不足している技術・ノウハウを補い、事業体が必要なスキルや人材を内
部化し、事業体が自走するまで伴走する。

伴走型支援の設計（案）

まちづくりビークル

• 地域住民と地域の将来ビジョンを描きながら、地域をマネジメントし、分散型開発を実行
（面的に文化財を活用）する地域に根差した事業体を指す。

• まちづくりビークルの形態は公共性と経済性を兼ね備える「非営利型一般社団法人」が
望ましい。

課題の構造化および実証から得られた示唆を踏まえ、以下のとおり伴走型支援の設計を行う。

32



Ⓒ

3.2 伴走型支援の示唆
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3.2 伴走型支援の示唆
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3.2 伴走型支援の示唆

組織形態の比較

※非営利型一般社団法人においては「解散するときには残余財産を、類似の事業を目的とするほかの公益法人又は国若しく
は地方公共団体に贈与すること」となっており、法人で取得した財産（物件、設備等）は準公共物として扱われる。
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3.2 伴走型支援の示唆

公開活用にとどまらず、文化財の歴史的背景や文化財的価値を根幹に据えた活用を通じて、
文化財を現代の暮らしや生業と結びつけ、「生きた文化財（Living Heritage）」として蘇らせ
ることが重要である。こうして、文化財を商業・産業活用し、得られた収益を文化財の保全や
地域の環境整備へ循環させる仕組みを構築する。

これらにより、地域経済の活性化といった経済的効果の創出はもとより、地域課題の解決に
も寄与し、地域再生へとつながる循環型エコシステム（創造的循環）を実現することを目指す。

自律的・持続的運営の定義

まちづくりビークルが地域課題に主体的に向き合い、エリアの将来ビジョンを描いた上で、
面的に文化財の活用（商業・産業活用を含む）を行い、その収益により団体運営が成り立って
いる状態

伴走型支援の設計における根幹として、「自律的・持続的運営」の定義と、文化財の商業・産業
活用に係る理念および目指すべき姿を明確に示すことが必要である。以下に、その案を示す。

文化財の商業・産業活用に係る理念と目指すべき姿
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3.2 伴走型支援の示唆

伝建地区

• 空き家となった古民家等の歴史的建築物群をカフェ、レストラン、ホテル、工房、ギャラ
リー、住宅等に面的に再生・活用する「分散型開発」を行う。

• 地域住民とともにエリアの将来像を描き、空き家を調査し、資金を調達し、物件改修を行い、
事業者を適切にマッチングする、つまりは分散型開発を実行する事業体であるまちづくり
ビークルの存在が重要となる。

• 地域の自然的・歴史的・社会的文脈における史跡の位置付け・役割をもとに、史跡空間及び
周辺地域における商業・産業活用により収益の確保を目指す必要がある。

• まず、復元建造物等にて期間を設けたうえで飲食提供・宿泊体験等の商業・産業活用を行い、
地域住民や関係者とともに議論・調整を行いながら、史跡活用についての理解を得ていくこ
とがよいと考えられる。それらの活用事例を重ねることで、地域内で史跡整備の機運が高ま
り、史跡整備とあわせた新たな活用による自律的・持続的運営が視野に入る。

• 伝建地区と同様、活用事業を展開するまちづくりビークルの存在が必要である。

史跡

伝建地区や史跡の自律的・持続的運営の実現のために必要な、核となる施策と要件の案を
以下のとおり示す。
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Ⓒ

（参考）文化庁が示す伝建地区・史跡の活用

伝建地区において、空き家となっている住宅よりも、人が住んでいる住宅の方がより魅力的であり、閉
鎖されている芝居小屋が演劇施設として再び利用されるようになると、伝建地区の地域住民によって好意
的に迎えられることからも、伝統的建造物を使い続けることの重要性が知られる。
伝統的建造物を使い続けること、特に住むことが前提の住宅では、その魅力を住んで、直接に感じるこ

とが、最良の活用といえる。したがって、伝統的建造物を使い続けるために、その価値を維持しつつ、現
代の生活に調和した改修を行うことは、伝統的建造物の保存であり、かつ活用であるともいえる。
また、地区内に群として残される多様な伝統的建造物は、個々に異なる魅力を有している。このため建

築物の外部だけではなく、内部を公開する機会を設けることは、伝統的建造物群の正しい理解にもつなが
る。その際には建築物の見所などの解説があるとより理解が深まるといえる。
更に、一般的にイメージされるように、伝統的建造物の特性を生かしつつ店舗や宿泊施設として転用す

ることは、個々の建築物の活用であることはもちろんのこと、更には伝建地区全体の活用に寄与するとい
える。

活用とは、地域に生きる人々が史跡等・重要文化的景観の本質的価値を享受し、それを適切に現代社会
に活かすことである。そのためには、個別の史跡等・重要文化的景観の本質的価値の性質に応じて、望ま
しい活用の在り方を導き出すことが必要である。史跡等・重要文化的景観に顕在・潜在する本質的価値を
最大限に引き出し、その恩恵を享受できるようにするとともに、地域社会を活性化させる魅力ある活用の
在り方を自在に模索する視点が重要である。
私たちは、そのような多様な活用の在り方の中から、史跡等・重要文化的景観の本質的価値の維持・継

承の文脈に合致し、さらに地域社会の発展に有形・無形の効果をもたらすものを適切に選択する目を養わ
なければならない。

文化庁文化財第二課 伝統的建造物群部門（令和３年３月）

文化庁文化財部記念物課（平成２７年３月）

伝統的建造物群保存地区制度の実務の手引き（抜粋）

史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書（抜粋）
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4．その他、伴走型支援以外で必要な公的制度・支援
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Ⓒ

4．その他、伴走型支援以外で必要な公的制度・支援

文化庁において、文化財活用の「自律的・持続的運営」の定義と、文化財の商業・産業
活用に係る理念および目指すべき姿を明確に示すことが必要である。

文化財の商業・産業活用の推進においては、文化庁自らが文化財の商業・産業活用の
モデル事例を示すことが必要である。

法・制度・ガバナンスの課題

➢

• 文化庁による指針を示す必要がある（伴走型支援の示唆参照）。

• これらに基づいて、文化財保護法と文化芸術基本法について必要な改正が求められる。

• 文化財建造物について、その保護（保存修理等）から商業・産業活用までを一元的に取り扱えるよう、
現在制定が検討されている建築文化振興法（仮称）のなかで措置することが求められる。

• その概念を定着させるためには、地域への波及効果を測る社会的・経済的指標の設定が不可欠であり、
評価指標の確立が求められる。

• 民間事業者による文化財の商業・産業活用の推進のため、補助金の対象者や要件の緩和等の制度見直し
の検討が必要である（補助金制度見直しの提言参照）。

• 文化財の商業・産業活用の好事例を積み重ね、技術・ノウハウを定着させる必要がある。

➢
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Ⓒ

5 まとめ・今後の課題
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Ⓒ

5．まとめ・今後の課題

まとめ

今後の課題

• 令和５～６年度の２か年をかけて、具体的な現場で伴奏支援を実装しながら、伝建地区・史
跡に係る課題の構造化、伴走型支援の在り方について検討を進めてきた。

• 次年度以降については、現場での伴走型支援を継続しながら、文化財活用に係る自律的・持
続的運営の目指すべき姿・方向性を理論として確立していく。

➢ 伝建地区・史跡の自律的・持続的運営に向けて、「マネジメント」「オペレーション」
「法・制度・ガバナンス」の３つの視点から課題の構造化を行った。

➢ 伝建地区・史跡の自律的・持続的運営には、地域に根差し、地域住民と地域の将来ビ
ジョンを描きながら、地域をマネジメントし、面的に文化財を活用する事業体（まちづ
くりビークル）の存在が重要である。

事業体と行政の役割分担を明確化し、官民連携で文化財活用（活用して保存をする）を
進めることが必要である。

➢

伴走型支援は、助言に留まらず、不足している技術・ノウハウを補い、事業体が必要なス
キルや人材を内部化し、事業体が自走するまで伴走することが必要である。

➢
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